
平成２０年１０月１７日

工作機械の輸出に係る警告について

経済産業省は、本日、㈱スギノマシンに対して、同社が７年にわたり工作機械の位置決

め精度のデータを改ざん・偽造し輸出していたことに関し、これを遺憾とし、厳正な輸

出管理の徹底を求めることを主な内容とする警告を行いました。その概要は、以下のと

おりです。

１．事案の概要

㈱スギノマシンは、平成１２年から平成１８年にかけて、同社が製作する工作機械の

位置決め精度に係るデータを改ざん・偽造し、数百台を欧米・アジア諸国等に向けて輸

出していた（なお、北朝鮮等の懸念国への輸出は確認されていない。）。

同社は、不適切な輸出管理体制の下、輸出許可申請を免れるため７年にわたりデータ

の改ざん・偽造を繰り返していた。

２．当省の対応

本日、貿易経済協力局長名により、同社に対し、このような行為は誠に遺憾であり、

今後、厳正な輸出管理を徹底するよう厳重に注意を喚起するとともに、再発防止に向け

た具体的措置の報告及びその確実な実施を求める旨の警告を行った。

なお、その際、同社からは、今回の事案について十分に反省し、今後二度とデータ改

ざん等を引き起こさないよう、輸出管理に係る体制の抜本的強化及び厳正な実施の徹底

を図ることにより再発防止に万全を期することとしたい旨の表明があった。
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